
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正後 説明 

（支出負担行為の手続の特例） 

第４条 次に掲げる支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せ

て行うものとする。ただし、武蔵野市職員服務規程（昭和34年 12

月武蔵野市訓令（甲）第９号）第10条第２項に規定する管外出張

に係る旅費を除く。 

(1)から (3)まで （略） 

 

別表第１（第４条関係） 

経費の区分 備考 

１から７まで （略） 

８ 負担金 一部事務組合負担金を除く。 

 

９及び10 （略） 

 

別表第２（第８条関係） 

支出負担行為の整理区分表 

区分 

支 出 負 担 行

為 と し て 整

理する時期 

支 出 負

担 行 為

の範囲 

支 出 負 担

行 為 に 必

要な書類 

備考 

１から５まで （略） 

６ 旅費 支 出 決 定 の

とき。 

（ 旅 行 命 令

のとき。） 

支 出 し

よ う と

する額 

請求書 

命令書 

管 外 出 張

に 係 る 旅

費 は 、 括

弧 書 に よ 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

字句の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の削除 

 

 

 



 

    る。 

７から11まで （略） 

12  

通信

運搬

費 

(1) 通

信費 

請 求 の あ っ

た と き 及 び

電 話 の 加 入

申 込 を 承 認

す る 旨 の 通

知 が あ っ た

とき。 

請 求 の

あ っ た

額 及 び

加入料 

請求書 

単 価 契 約

書 

請書 

内訳書 

申 込 書 の

写し 

郵 便 切 手

に 類 す る

も の を 購

入 す る と

き は 、 ８

の 項 と 同

様 と す

る。 

(2) （略） 

13から40まで （略） 

41 積立金 支 出 決 定 の

とき。 

積 み 立

て よ う

と す る

額 

関係書類  

42 （略） 

 注  （略） 

 

別表第３（第８条関係） 

区分 

支 出 負 担 行 為

と し て 整 理 す

る時期 

支出負担行為の

範囲 

支 出 負 担 行 為 に

必要な主な書類 

１から５まで （略） 

６  債 務  

負 担 行

為 

債 務 負 担 行 為

を 設 定 す る と

き （ た だ し 、

既 に 債 務 負 担

行 為 が 設 定 さ

れ て い る と き

は 、 各 年 度 当

初）。 

債務負担行為の

額（ただし、債

務負担行為の次

年度以降は、各

年度の当該予算

額 以 内 に 限

る。） 

関係書類 

７ （略） 

 注  （略） 

 

 

 

字句の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字 句 の改正 及 び

追加 

 



 

 


